
平
成
二
十
三
年
三
月
二
日
提
出

質

問

第

一

一

三

号

米
軍
牧
港
補
給
地
区
内
の
退
役
軍
人
用
施
設
移
転
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

照

屋

寛

徳
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米
軍
牧
港
補
給
地
区
内
の
退
役
軍
人
用
施
設
移
転
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

私
が
、
平
成
二
十
三
年
二
月
二
十
一
日
付
で
「
米
軍
牧
港
補
給
地
区
内
の
退
役
軍
人
用
施
設
移
転
に
関
す
る
質
問
主
意
書
」

を
提
出
し
た
と
こ
ろ
、
同
年
三
月
一
日
付
で
政
府
よ
り
答
弁
書
を
受
領
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
右
答
弁
書
は
、
私
の
質
問

主
意
書
に
対
し
て
適
切
か
つ
誠
意
あ
る
回
答
を
し
て
い
な
い
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

牧
港
補
給
地
区
（
以
下
、
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
と
い
う
）
内
の
退
役
米
軍
施
設
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
の
会
員
た
る

退
役
軍
人
は
、
日
米
地
位
協
定
（
昭
和
三
十
五
年
六
月
二
十
三
日
、
条
約
第
七
号
）
第
一
条
（
ａ
）
に
規
定
す
る
「
合
衆
国

軍
隊
の
構
成
員
」
、
同
条
（
ｂ
）
「
軍
属
」
、
同
条
（
ｃ
）
「
家
族
」
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
い
ず
れ
に

も
該
当
し
な
い
の
か
、
そ
の
根
拠
を
示
し
た
上
で
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

政
府
は
、
答
弁
書
に
お
い
て
「
御
指
摘
の
『
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
』
は
、
日
米
地
位
協
定
第
二
条
に
規
定
す
る
施
設
及
び

区
域
で
は
な
く
、
米
国
の
財
産
で
あ
っ
て
、
沖
縄
に
駐
留
す
る
海
兵
隊
が
管
理
す
る
施
設
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
」
と
回

答
し
て
い
る
。

一
方
、
政
府
は
、
日
米
地
位
協
定
上
の
「
施
設
及
び
区
域
」
に
つ
い
て
「
合
衆
国
軍
隊
が
日
本
国
政
府
に
よ
っ
て
使
用
を

一



許
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
土
地
も
し
く
は
そ
の
上
に
存
す
る
建
物
」
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
八
日
、
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
分

科
会
、
吉
國
法
制
局
長
官
答
弁
）
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。
し
か
ら
ば
、
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
の
施
設
は
、
日
米
地

位
協
定
で
規
定
す
る
「
施
設
及
び
区
域
」
内
に
存
す
る
建
物
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
が
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た

い
。な

お
、
答
弁
書
に
示
さ
れ
た
「
米
国
の
財
産
」
と
は
、
い
か
な
る
事
実
、
状
態
を
い
う
の
か
法
的
概
念
を
示
さ
れ
た
い
。

三

移
設
新
築
さ
れ
る
「
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
」
に
つ
い
て
、
管
理
者
た
る
在
沖
米
海
兵
隊
は
、
地
元
マ
ス
コ
ミ
各
社
の
質
問

に
「
新
た
な
施
設
は
『
ベ
テ
ラ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
』
が
常
に
使
用
す
る
」
「
日
米
合
同
委
員
会
の
合
意
に
従
い
、
『
ベ
テ
ラ
ン
ズ

ク
ラ
ブ
』
の
会
員
だ
け
が
使
用
で
き
る
施
設
と
す
る
」
と
回
答
し
、
退
役
軍
人
の
利
用
目
的
以
外
の
転
用
可
能
性
を
否
定
し

て
い
る
。
平
成
二
十
年
八
月
二
十
七
日
の
日
米
合
同
委
員
会
で
は
、
当
該
施
設
が
「
移
設
後
も
移
設
前
と
同
様
の
用
途
で
使

用
さ
れ
る
」
と
の
合
意
、
す
な
わ
ち
移
設
後
の
用
途
変
更
は
な
い
と
の
明
確
な
合
意
が
な
さ
れ
た
の
か
否
か
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。

四

沖
縄
県
が
進
め
る
県
道
・
浦
添
西
原
線
港
川
道
路
の
整
備
に
伴
い
、
同
県
が
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
の
一
部
返
還
を
要
請

し
た
と
こ
ろ
、
平
成
二
十
年
十
二
月
に
沖
縄
防
衛
局
か
ら
「
返
還
通
知
」
を
受
け
た
よ
う
で
あ
る
。
係
る
一
部
返
還
が
日
米

二



合
同
委
員
会
で
合
意
さ
れ
た
日
時
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

ま
た
、
一
部
返
還
に
あ
た
っ
て
は
、
米
国
政
府
に
費
用
負
担
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
キ
ャ
ン
プ
・
キ
ン
ザ
ー
内
に
あ
る
郵

便
施
設
を
同
地
区
内
に
移
設
す
る
条
件
が
付
さ
れ
た
と
承
知
し
て
い
る
。
当
該
郵
便
施
設
移
設
の
履
行
義
務
を
負
う
の
は
沖

縄
県
か
否
か
、
費
用
負
担
す
る
者
と
そ
の
金
額
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

三


